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居宅訪問型保育事業を紹介します居宅訪問型保育事業を紹介します
　「居宅訪問型保育事業ってなぁに？」と思う方が多いと思います。居宅訪問型保育事業とは、平成27年
４月から始まった新しい制度において追加となったサービスで、利用者の自宅などで１対１の保育を行う、
いわゆるベビーシッター業のことを言います。
　日光市内では現在、１団体と１人の方が認可外保育として事業を行っています。
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　子育ての大変さや楽しさ、時々感じる孤独感も経験してきたス
タッフが皆さんの子育てを応援します。
　お友達とのランチ、上の子の園や学校行事、美容院に行きたい、
家の片付けがしたいなど、どんな理由でもＯＫです。

通常預かり時間
平日：午前９時～午後５時59分

（午前８時～８時59分、午後６時～７時は要相談）

提供する
サービス内容

一時預かり
受入対象年齢…１か月から12歳まで

連絡先
ＮＰＯ法人楽ッ子の会　コーディネーター平井
☎︎090-7944-9094（午前９時～午後９時）
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（キッズライン※）

　初めてご利用される方でも安心してお任せいただけるよう、保
育前にチェックシートを用いて丁寧に細かく保育のスケジュール
を相談いたします。宿題やピアノを見てほしい、美容室に行きた
いのでその時間だけなど、頑張っているママ、パパが笑顔になれ
るお手伝いができればと思っています。

通常預かり時間
平　日：午前８時～午後６時
土曜日：午前８時～午後６時

提供する
サービス内容

定期利用・一時預かり
受入対象年齢…６か月から15歳まで

マッチングサイト
のURL

KIDS LINE（キッズライン）
https://kidsline.me

※キッズライン… 自分の条件に合うベビーシッターを自分自身で探してインターネットサイト上から依頼することができる
マッチングサービス事業

子育て支援に関するお知らせ子育て支援に関するお知らせ

くわしくは　子育て支援課　☎︎21-5186

子育て支援に関するお知らせ子育て支援に関するお知らせ
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新型コロナウイルス感染拡大防止のための登園自粛要請期間の保育料新型コロナウイルス感染拡大防止のための登園自粛要請期間の保育料
および副食費の取り扱いについておよび副食費の取り扱いについて
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため登園自粛を要請した期間の「保育料」および「副食費」につ
きましては、下記のとおり登園日数に応じ日割り計算にて減額しました。

対象項目… 公立保育園…保育料および副食費 
民間保育園…保育料

要請期間…４月21日（火）から５月31日（日）まで　　　　　
計算方法… 通常の月額保育料×（当月の施設開所日数※１－登園しなかった日数※２）÷25日＝減額後

の保育料　※１…日曜、祝日を除く日数　※２…対象期間中に登園しなかった日数
返還方法… ４月分、５月分の保育料、副食費につきましては、それぞれ６月分、７月分の保育料、副食

費より減額分を差し引きました。口座振替の方は６月25日（木）、７月27日（月）に減額後の
金額を引き落とししました。

　　　　　 また、納付書払いの方は同時期に納付書を発送しましたのでご確認ください。なお、金額な
どに不明な点がある場合はご連絡ください。

�施設等利用給付について��施設等利用給付について�
（一時預かり保育、病児保育、認可外保育園、幼稚園型一時預かり保育）

　幼児教育保育の無償化実施に伴い令和元年10月から新たに加わった、一時預かり保育、病児保育、認
可外保育園、幼稚園型一時預かり保育などが無償となる支援事業「施設等利用給付」について、利用方
法などをお知らせします。

▶︎施設等利用給付を受けるには
　ご利用にあたっては、保育園などの施設を利用するのと同じように、認定申請書を提出し、ご利用前
に「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。

▶︎利用後の対応
　「施設等利用給付」対象のサービスを利用後、以下のような手続きが必要です。

①サービス利用時に利用料を支払った方…償還払いの手続き
　サービス利用後、各施設に利用料を一度お支払いいただき、後日指定口座に利用料をお返しする方法
です。原則３カ月分をまとめて返還申請をお願いしています。
　◎必要な書類
　　施設等利用費請求書（償還払い用）に加え「領収書」と「提供証明書」を添付  
　◎対象期間の支払時期（おおよその目安）

対象期間 書類提出月 支払月
４月～６月  ７月  ８月末
７月～９月 10月 11月末

10月～ 12月  １月  ２月末
１月～３月  ４月  ５月末

②現物給付…利用施設が利用世帯に代わって、市から利用料を受け取る仕組みがあります。
　※利用中の施設があらかじめ現物給付に対応する施設かをご確認ください
　※幼稚園型一時預かり保育の利用料につきましては令和２年４月から原則現物給付となりました

ご確認く
ださい !
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